
 

令和３年度「埼玉県議会だより」点字版制作及び配布業務委託仕様書 

 

１ 規格 

Ｂ５判 冊子点字版 

 

２ 発行回数 

年４回（２月、６月、９月、１２月定例会分） 

「埼玉県議会だより（８ページ物）」の点字版・・・２回 

「埼玉県議会だより（４ページ物）」の点字版・・・２回 

 

３ ページ数（見込み） 

「埼玉県議会だより（８ページ物）」の点字版・・・８８ページ 

「埼玉県議会だより（４ページ物）」の点字版・・・４５ページ 

※令和２年度の状況 

    １６１号（８ページ物）・・・９６ページ 

    １６２号（８ページ物）・・・８３ページ 

    １６３号（４ページ物）・・・４５ページ 

    １６４号（４ページ物）・・・４６ページ 

 

４ 発行部数（予定） 

毎回 ３７２部  ※発行の都度県が指示する 

※令和２年度の状況 

    １６１号・・・３７２部 

    １６２号・・・３７１部 

    １６３号・・・３７１部 

    １６４号・・・３７１部 

    平均     ３７１．２５部 

 

５ 発行日（発送完了日） 

    県が指定する日 

  ※令和２年度の状況 

    １６１号・・・令和２年 ５月１５日 

    １６２号・・・令和２年 ８月 ７日 

    １６３号・・・令和２年１１月２０日 

    １６４号・・・令和３年 １月２８日 

 

６ 点字版の制作及び配布 

（１） 原稿は、「埼玉県議会だより」発行日の９日前（土曜日、日曜日及び祝日を含む）

に送付する。令和３年度の１回目の「埼玉県議会だより」の発行は令和３年５月１日

(土）を予定している。 



 

（２）作成については別紙を参考に作成すること。 

（３）作成した点字版は、確認するためひらがな等に変換したもの（墨字）を提出すること。 

（４）作成した点字版は、名簿に基づいて県が指定する日までに発送するものとする。 

（５）名簿は、県議会事務局政策調査課が作成する。 

 

７ 完了報告書 

 受託者は、発行後速やかに当該発行業務の結果の概要を記した書面を添えて、県議会事

務局政策調査課に完了報告をするものとする。 

 

  



 

別 紙 

                  １枚目おもて（表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １枚目うら          ２枚目おもて                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２枚目うら          ３枚目おもて   

 

  

  

                

 

  ……………………………… 

さいたまけんぎかいだより 

  だい○○○ごー 

  てんじばん 

  れいわ○○ねん○がつ○にち 

  ………………………………… 

  はっこー 

 

 

 

 

 

 

  でんわ 

３枚目うら

に本文が続

く（以下同
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このページから本文 

 

 


